
別紙 
 

愛知県営野並住宅ＰＦＩ方式整備等事業 

活用用地売買契約書（案） 

 

 売渡人愛知県（以下「甲」という。）と買受人         （以下「乙」という。）

とは、次の条項により県有財産の売買契約を締結する。 

（信義誠実の義務） 

第１条 甲、乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

（売買物件） 

第２条 甲は、次に表示する物件（以下「売買物件」という。）を次条の売買代金で乙に売

り渡し、乙は、これを買い受けるものとする。 

所   在 地  番 地  目 登記面積（㎡） 実測面積（㎡） 

     

（売買代金） 

第３条 売買代金は、金           円とする。 

（売買代金の納入方法）  

第４条 前条の売買代金の納期限は  年  月  日とする。 

２ 乙は、前項の納期限までに売買代金から乙が既に預託した第７条第１項の契約保証金

を除く金額を、甲の発行する納入通知書により甲の指定する場所に納入しなければなら

ない。 

 （遅延利息の徴収） 

第５条 乙は、第３条の売買代金を納期限までに納入しなかったときは、当該売買代金に

ついて、納期限の翌日から納入のあった日までの期間の日数に応じ、年１４．５パーセ

ントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。 

 （充当の順序） 

第６条 甲は、乙が第３条の売買代金及び前条の遅延利息を納入すべき場合において、現

実に納入のあった金額が売買代金及び遅延利息の合計額に満たない場合には、遅延利息



から充当する。 

（契約保証金） 

第７条 乙は、契約締結と同時に、契約保証金として金         円（第３条の

売買代金の１０分の１以上に相当する額）を甲に預託しなければならない。なお、乙 

は、契約保証金を、現金又は銀行等が振り出し、若しくは支払保証をした小切手により

預託しなければならない。 

２ 前項の契約保証金は、第１９条、第１９条の２及び第２２条に定める損害賠償額の予

定又はその一部の予定と解釈しない。 

３ 第１項の契約保証金には、利子を付さない。 

４ 甲は、乙が第４条第２項に定める義務を履行したときは、第１項に定める契約保証金

を売買代金に充当するものとする。 

５ 乙が第４条第２項に定める義務を履行しないときは、第１項に定める契約保証金は、

甲に帰属するものとする。 

（所有権の移転） 

第８条 売買物件の所有権は、乙が第３条の売買代金（第５条の遅延利息を生じた場合は、

当該遅延利息を含む。）を完納したときに乙に移転するものとする。 

（登記の嘱託） 

第９条 前条の規定により所有権が移転した後、乙は甲に対し所有権移転登記及び第１６

条の２に規定する買戻しの特約の登記の嘱託を請求し、甲はその請求により遅滞なく所

轄法務局にそれらの登記を嘱託するものとする。なお、登記手続に要する費用は、乙の

負担とする。 

（売買物件の引渡し） 

第１０条  甲、乙両者は、売買物件の所有権が乙に移転した後、甲、乙両者が定める日に

売買物件の所在する場所において甲、乙立会の上、引渡しを行い、受渡証書を相互に取

り交わすものとする。 

（危険負担） 

第１１条 乙は、この契約締結の時から前条の規定により売買物件を乙に引き渡すまでの

間において、当該物件が甲の責めに帰すことのできない事由により滅失又はき損した場

合には甲に対して、売買代金の減免、売買代金の支払拒絶又は契約の解除を請求するこ

とができない。 



（契約不適合等） 

第１２条 乙は、この契約締結後、売買物件に契約不適合のあることを発見しても、契約

不適合の是正、売買代金の減免、損害賠償の請求又は契約の解除を請求することができ

ない。 

 なお、埋蔵文化財以外の地質障害・地中障害物その他の予見できないことに関しては別

途甲と乙とで協議するものとする。ただし、特定事業実施により予見しうるものを除く。 

 （用途の指定） 

第１３条 乙は、売買物件を、愛知県営野並住宅ＰＦＩ方式整備等事業 特定事業契約書

第１条第１０号に定義される事業提案書等（以下、「事業提案書等」という。）に記載さ

れた用地活用業務の内容を履行する用途（以下「指定用途」という。）に自ら供さなけれ

ばならない。 

２ 乙は、甲の事前の書面による承認を得ないで、指定用途を変更してはならない。 

（使用等の禁止） 

第１３条の２ 乙はこの契約の締結日から１０年間、売買物件を次の各号に定める用に供

し、又はこれらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し、若しくは

売買物件を第三者に貸してはならない。 

（1）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴

対法」という。）第２条第２項に規定する暴力団の事務所その他これに類するもの 

 （2）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第

２条第１項に定める風俗営業、同条第５項に定める性風俗関連特殊営業その他これら

に類する営業 

（指定期日及び指定用途期間） 

第１４条 乙は、売買物件について  年  月  日（以下「指定期日」という。）まで

に指定用途に供さなければならない。 

２ 乙は、前項の指定用途に供したときは、そのことを直ちに甲に書面で通知しなければ

ならない。 

３ 乙は、売買物件を指定期日の翌日からこの契約締結後５年を経過するまでの間（以下

「指定用途期間」という。）指定用途に供さなければならない。 

（近隣対策） 

第１４条の２ 乙は、売買物件を指定用途に供するに先立って、自らの責任と費用負担に



おいて、周辺住民に対して事業提案書等の内容につき説明を行い、理解を得るよう努め

なければならない。 

２ 乙は、自らの責任及び費用負担において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大

気汚染、水質汚染、臭気、電波障害、その他近隣住民の生活環境に与える影響を勘案 

し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、

乙は、甲に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。 

３ 乙は、近隣対策の不調を理由として、事業提案書等の内容の変更をすることはできな

い。ただし、乙が事業提案書等の内容を変更しない限り、更なる調整によっても近隣住

民の理解が得られないことを明らかにして甲に協議を申し入れた場合、甲は乙との協議

に応じるものとし、協議の結果、甲においてやむを得ないと認める場合には、乙に対 

し、事業提案書等の内容の変更（指定期日及び指定用途期間の変更を含む）を承諾する

ことができる。 

４ 近隣対策の結果、乙に生じた費用及び損害については、乙が負担するものとする。 

（権利設定等の禁止） 

第１５条 乙は、売買物件について指定用途期間満了の日までは、甲の承認を得ないで、

地上権、質権、使用貸借による権利若しくは賃借権その他の使用及び収益を目的とする

権利の設定をし、又は売買、譲与、交換、出資等による所有権の移転をしてはならない。 

（実地調査等） 

第１６条 甲は、第１３条の規定による指定用途の履行状況を確認するため、随時に実地

調査（民間施設等の整備状況が事業提案書等に定められた水準を満たしているか否かの

調査）を行うこと及び報告若しくは資料の提出を求めることができる。 

２ 乙は、正当な理由なく前項の規定による実地調査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報

告若しくは資料の提出を怠ってはならない。 

（買戻し特約） 

第１６条の２ 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないとき、事業提案書等に虚偽

の記載があったとき、又は第１９条第１項の各号若しくは第１９条の２第１項の各号の

いずれかに該当したときは、売買物件を乙から第３条に定める対価をもって買い戻すこ

とができる。この場合、乙は、甲が特に定める場合を除き、売買物件を更地の状態にし

て甲に引き渡さなければならない。また、乙は、甲に対し、自ら負担したこの契約締結

に要した費用や売買物件の整備に支出した費用等、一切の費用を請求することはできな



い。 

２ 前項の場合、甲は、第３条に定める対価から、第１７条、第１９条第２項若しくは第

１９条の２第２項に定める違約金並びに第１９条第２項、第１９条の２第２項及び第２

２条に定める損害賠償金その他乙に対する一切の債権相当額を差し引くことができる。 

３ 買戻しの期間は、売買物件の所有権が甲から乙に移転した日から１０年間とする。 

４ 甲は、前項に規定する期間の満了後、買戻しの特約の抹消登記手続をするものとする。

ただし、甲が事前に承諾した場合には、本条項の規定による買戻しの特約を解除し、買

戻しの特約の抹消登記手続をするものとする。なお、登記手続に要する費用は、乙の負

担とする。 

【事業者提案が分譲住宅である場合、４項を下記内容に変更】 

４ 甲は、事業提案書等に従って民間施設等が完成したことを確認した後、本条項の規定

による買戻しの特約を解除し、買戻しの特約の抹消登記手続をするものとする。ただし、

甲が事前に承諾した場合には、本条項の規定による買戻しの特約を解除し、買戻しの特

約の抹消登記手続をするものとする。なお、登記手続に要する費用は、乙の負担とする。 

 （違約金） 

第１７条 乙は、甲の承認を得ないで、第１３条、第１３条の２、第１４条、第１５条及

び第１６条第２項に定める義務に違反したときは、次の各号に定めるところにより、甲

に対し、違約金を支払わなければならない。 

(1) 第１４条第１項に定める義務に違反して指定期日までに指定用途に供さなかったとき、

又は同条第３項に定める義務に違反して指定用途期間中に指定用途に供さなくなったとき 

（指定用途以外の用途に供したときは、次号による。）は、第３条の売買代金の１０分の

１に相当する額 

(2) 第１３条、第１３条の２及び第１４条第３項に定める義務に違反して指定用途期間満

了の日までに指定用途以外の用途に供したとき、又は第１５条に定める義務に違反した

ときは、第３条の売買代金の１０分の１に相当する額 

 (3） 第１３条の２に定める義務に違反したときは、第３条の売買代金の１０分の３に相

当する額 

(4） 第１６条第２項に定める義務に違反して調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は

報告若しくは資料の提出を怠ったときは、第３条の売買代金の１０分の１に相当する額 

２ 前項の違約金は、第１９条第２項、第１９条の２第２項及び第２２条に定める損害賠



償に係る損害賠償額の予定又はその一部の予定と解釈しない。 

（契約の解除） 

第１８条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないとき又は事業提案書等に虚偽の

記載があったときは、この契約を解除することができる。 

２ この契約締結後、売買物件の引き渡しまでに、売買物件が市街化区域に指定され用途

制限が設けられた場合、並びに都市計画法（昭和４３年法律第１００号）に基づく開発

行為の許可基準又は愛知県開発審査会における許可基準が変更された場合において、当

該用途制限又は許可基準変更に対応するためには、事業提案書等に記載された売買物件

の活用内容について、提案の同一性を損なう程度の変更を要すると認められる場合には、

乙は甲と協議の上、本件売買契約を解除することができるものとする。 

（暴力団等排除に係る解除等） 

第１９条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することが

できる。 

 (1) 法人等（法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。）の役員等（法人にあっては

非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役

員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業

所を代表する者をいう。以下同じ。）に暴対法第２条第６号に規定する暴力団員（以下

「暴力団員」という。）又は暴力団員ではないが暴対法第２条第２号に規定する暴力団

（以下「暴力団」という。）と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的

不法行為等を行う者（以下「暴力団関係者」という。）がいると認められるとき。 

 (2) 暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）がその法人等の経営又は

運営に実質的に関与していると認められるとき。 

 (3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経

営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められると

き。 

 (4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若し

くは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

など暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

 (5) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係

を有していると認められるとき。 



 (6) 法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知り

ながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 

２  甲が前項の規定によりこの契約を解除し、又は前項各号のいずれかに該当したことを

理由として第１６条の２の規定により買戻権を行使したときは、乙は甲に対し、第３条

の売買代金の１０分の２に相当する額の違約金を支払わなければならない。甲が被った

損害がかかる違約金額を超えるときは、甲は、その超過部分の損害についても、その賠

償を乙に請求することができる。  

３  甲は、第１項の規定によりこの契約を解除し、又は第１項各号のいずれかに該当した

ことを理由として第１６条の２の規定により買戻権を行使したことにより、乙に損害が

生じても、その責めを負わないものとする。 

（独占禁止法違反等に係る解除） 

第１９条の２ 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除するこ

とができる。 

(1)  私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下

「独占禁止法」という。）第８条の４第１項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。 

(2)  独占禁止法第７条第１項若しくは同条第２項（同法第８条の２第２項及び同法第２

０条第２項において準用する場合を含む。）､同法第８条の２第１項若しくは同条第３項､

同法第１７条の２又は同法第２０条第１項の規定による排除措置命令（以下「排除措置

命令」という。）を受けたとき。 

(3)  独占禁止法第７条の２第１項（同条第２項及び第８条の３において読み替えて準用

する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を受け

たとき。 

(4)  刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは同法第１９８条又は独占禁

止法第８９条第１項第１号若しくは同条第２項（ただし、同条第１項第１号に係るもの

に限る。）の規定による罪の容疑により刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第２

４７条の規定に基づく公訴を提起されたとき（法人等の役員又はその使用人が当該公訴

を提起されたときを含む。）。 

(5)  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項第２号に該当

すると認められたとき。 

２ 甲が前項の規定によりこの契約を解除し、又は前項各号のいずれかに該当したことを



理由として第１６条の２の規定により買戻権を行使したときは、乙は甲に対し、第３条

の売買代金の１０分の１に相当する額の違約金を支払わなければならない。甲が被った

損害がかかる違約金額を超えるときは、甲は、その超過部分の損害についても、その賠

償を乙に請求することができる。  

３ 甲は、第１項の規定によりこの契約を解除し、又は第１項各号のいずれかに該当した

ことを理由として第１６条の２の規定により買戻権を行使したことにより、乙に損害が

生じても、その責めを負わないものとする。 

（妨害等に対する報告義務等） 

第２０条 乙は、契約の履行に当たって、妨害（不法な行為等で、業務履行の障害となる

ものをいう。）又は不当要求（金銭の給付等の一定の行為を請求する権利若しくは正当

な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求方法、態様若しくは程度が社

会的に正当なものと認められないものをいう。）（以下「妨害等」という。）を受けた

場合は、速やかに甲に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。 

２ 乙が妨害等を受けたにもかかわらず、前項の甲への報告又は被害届の提出を怠ったと

認められる場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契

約の相手方としない措置を講ずることがある。 

（甲による任意解除） 

第２０条の２ 甲は、乙に対し、１８０日以上前に通知を行うことにより、特段の理由を

有することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は、乙

が被った損害を合理的範囲で賠償する。 

（原状回復及び返還金等） 

第２１条 乙は、甲が第１８条第１項、第１９条及び第１９条の２の規定により解除権を

行使したとき、乙が第１８条第２項の規定により契約を解除したとき、又は甲が第１６

条の２の規定により買戻権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状

に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが

適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。 

２ 甲は、第１８条第１項、第１９条及び第１９条の２の規定により解除権を行使したと

き、第１８条第２項の規定により契約が解除されたとき、又は第１６条の２の規定によ

り買戻権を行使したときは、収納済みの売買代金を乙に返還する。ただし、当該返還金

には、利息を付さない。 



３ 甲は、第１８条第１項、第１９条及び第１９条の２の規定により解除権を行使したと

き、第１８条第２項の規定により契約が解除されたとき、又は第１６条の２の規定によ

り買戻権を行使したときは、乙が支出した一切の費用は償還しない。 

（損害賠償） 

第２２条 甲、乙両者は、この契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、

その損害の賠償を請求することができる。ただし、乙が第１７条、第１９条第２項又は

第１９条の２第２項に定める違約金を支払う場合には、それらの違約金額を超える部分

の損害を賠償すれば足りるものとする。 

（返還金の相殺） 

第２３条 甲は、第２１条第２項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第

５条に定める遅延利息、第１７条、第１９条第２項若しくは第１９条の２第２項に定め

る違約金又は第１９条第２項、第１９条の２第２項若しくは第２２条に定める損害賠償

金を支払う義務があるとき、その他甲が乙に対して債権を有するときは、返還する売買

代金の全部又は一部と相殺して残金のみを返還することができるものとする。 

（契約上の地位の譲渡等） 

第２４条 乙は、甲の事前の承諾がある場合を除き、この契約上の地位及び権利義務を第

三者に譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。 

（契約の費用） 

第２５条 この契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。 

（疑義等の決定） 

第２６条  この契約に関して疑義があるとき、又はこの契約に定めのない事項については、

甲、乙協議の上、定めるものとする。 

（裁判管轄） 

第２７条 この契約に関する訴えの管轄は、愛知県庁本庁所在地を管轄区域とする名古屋

地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

 

 

 



   この契約の証として本書２通を作成し、甲、乙それぞれ１通を保管する。 

 

   年  月  日 

 

          甲      名古屋市中区三の丸三丁目１番２号 

                 愛 知 県 

                 代表者 愛知県知事 氏  名    印 

 

          乙      住 所 

                 氏 名 

                  名 称 及 び 
                  代表者氏名             印 
 
 


